
墨田区手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  
別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事 務 名 称 額 徴収時期 

１～

55の

2 

〔略〕 
   

55の

３ 

租税特別措置

法（昭和３２

年法律第２６

号）第２８条

の４第３項第
５号イ若しく

は第６３条第

３項第５号イ

若しくは第６

８条の６９第

３項第５号イ
又は第３１条

の２第２項第

１４号ハ若し

くは第６２条

の３第４項第

１４号ハに規
定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定
の申請に対す

る審査 

  

優良宅地

造成認定

申請手数

料 

1件につき、造成宅地の

面積に応じ、次に掲げる

額 

⑴ ０．１ヘクター未満

のもの ８６，０００
円 

⑵ ０．１ヘクタール以

上０．３ヘクタール未

満のもの １３０，０

００円 

⑶ ０．３ヘクタール以
上０．６ヘクタール未

満のもの １９０，０

００円 

⑷ ０．６ヘクタール以

上１ヘクタール未満

のもの ２６０，００
０円 

⑸ １ヘクタール以上

３ヘクタール未満の

もの ３９０，０００

円 

⑹ ３ヘクタール以上
６ヘクタール未満の

もの ５１０，０００

円 

⑺ ６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満

のもの ６６０，００
０円 

⑻ １０ヘクタール以

上のもの ８７０，０

００円 

認定申

請のと

き。 

56 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

 
 

 

 

 

57 

租税特別措置

法第２８条の

４第３項第６

号若しくは第

６３条第３項
第６号若しく

は第６８条の

６９第３項第

６号又は第３

１条の２第２

項第１５号ニ
若しくは第６

２条の３第４

項第１５号ニ

に規定する住

宅の新築が優

良な住宅の供
給に寄与する

ものであるこ

とについての

認定の申請に

優良住宅

新築認定

申請手数

料 

１件につき、新築住宅の

床面積の合計に応じ、次

に掲げる額 

⑴ １００平方メート

ル以下のもの ６，２
００円 

⑵ １００平方メート

ルを超え、５００平方

メートル以下のもの 

 ８，６００円 

⑶ ５００平方メート
ルを超え、２，０００

平方メートル以下の

もの １３，０００円 

⑷ ２，０００平方メー

トルを超え、１０，０

００平方メートル以
下のもの ３５，００

０円 

⑸ １０，０００平方メ

ートルを超え、５０，

認定申

請のと

き。 

別表 

 １・２ 〔略〕 

 ３ 〔同左〕 
番号 事 務 名 称 額 徴収時期 

１～

55の

2 

〔略〕 
   

55の

３ 

租税特別措置

法（昭和３２

年法律第２６

号）第２８条

の４第３項第
５号イ若しく

は第６３条第

３項第５号イ

若しくは第６

８条の６９第

３項第５号イ
又は第３１条

の２第２項第

１５号ハ若し

くは第６２条

の３第４項第

１５号ハに規
定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定
の申請に対す

る審査 

 

 

 

 
 

 

 
  

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

56 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

 
 

 

 

 

57 

租税特別措置

法第２８条の

４第３項第６

号若しくは第

６３条第３項
第６号若しく

は第６８条の

６９第３項第

６号又は第３

１条の２第２

項第１６号ニ
若しくは第６

２条の３第４

項第１６号ニ

に規定する住

宅の新築が優

良な住宅の供
給に寄与する

ものであるこ

とについての

認定の申請に

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 



対する審査 ０００平方メートル

以下のもの ４３，０

００円 
⑹ ５０，０００平方メ

ートルを超えるもの 

 ５８，０００円 

58 

租税特別措置

法第２８条の

４第３項第７
号ロ若しくは

第６３条第３

項第７号ロ若

しくは第６８

条の６９第３

項第７号ロ又
は第３１条の

２第２項第１

５号ニ若しく

は第６２条の

３第４項第１

５号ニに規定
する住宅の新

築が優良な住

宅の供給に寄

与するもので

あることにつ

いての認定の
申請に対する

審査 

優良住宅

新築認定

申請手数
料 

１件につき、新築住宅の

床面積の合計に応じ、次

に掲げる額 
⑴ １００平方メート

ル以下のもの ６，２

００円 

⑵ １００平方メート

ルを超え、５００平方

メートル以下のもの 
８，６００円 

⑶ ５００平方メート

ルを超え、２，０００

平方メートル以下の

もの １３，０００円 

⑷ ２，０００平方メー
トルを超え、１０，０

００平方メートル以

下のもの ３５，００

０円 

⑸ １０，０００平方メ

ートルを超えるもの 
 ４３，０００円 

 

認定申

請のと

き。 

59～

71 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

対する審査 

 

 
 

 

 

58 

租税特別措置

法第２８条の

４第３項第７
号ロ若しくは

第６３条第３

項第７号ロ若

しくは第６８

条の６９第３

項第７号ロ又
は第３１条の

２第２項第１

６号ニ若しく

は第６２条の

３第４項第１

６号ニに規定
する住宅の新

築が優良な住

宅の供給に寄

与するもので

あることにつ

いての認定の
申請に対する

審査 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

59～

71 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

  

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


